
那須烏山市個人情報ファイル簿 

作成年月日 令和５年 ４月 １日 

最終更新年月日 令和 年  月  日 
 

実施機関の名称 

（法第74条第１項第２号） 
市長 

担当課名及びグループ名 

（法第74条第１項第２号） 
農政課 農業振興グループ 

 

1 
個人情報ファイルの名称 

（法第74条第１項第１号） 
交付決定農業者一覧表ファイル 

2 
個人情報ファイル利用目的 

（法第74条第１項第３号） 
農業者経営継続支援交付金の支給に利用するため 

3 
記録項目 

（法第74条第１項第４号） 

１郵便番号、２住所、３氏名、４原油価格・物価高騰文書番号、５電話

番号、６通知日、７受付日、金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・

口座名義（カナ）・口座名義（漢字）、９振込予定日 

4 
記録範囲 

（法第74条第１項第４号） 
那須烏山市農業者経営継続支援交付金申請書兼請求書を提出した者 

5 
記録情報の収集方法 

（法第74条第１項第５号） 
申請者本人 

6 
要配慮個人情報の有無 

（法第74条第１項第６号） 
□ 有     ■ 無 

7 
記録情報の経常的提供先 

（法第74条第１項第７号） 
□ 有（                  ） ■ 無 

8 

開示請求等を受理する 

担当課名及びグループ名 

（法第74条第１項第９号） 

（名 称）農政課 農業振興グループ 

（所在地）那須烏山市大金240 

（名 称）総務課 行政グループ 

（所在地）那須烏山市中央１-１-１ 

9 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 

（法第74条第１項第10号） 

□ 有（                  ） ■ 無 

10 個人情報ファイルの種別 

□ 電算処理ファイル 

法第60条第２項第１号 

■ マニュアル処理ファイル 

法第60条第２項第２号 

電算処理ファイルに付随する 

マニュアル処理ファイル 

□ 有      □ 無 

政令第21条第７項 

11 備 考 
新型コロナウイルス感染症対応地方再生臨時交付金を活用した令和４年

度事業で、令和８年度までの５年の保存期間とする。 

・本市では、行政機関等匿名加工情報の提案の募集は行っておりません。 

・本市では、条例要配慮個人情報はありません。 

・このファイル簿における法とは「個人情報の保護に関する法律」のことです。 

・このファイル簿における政令とは「個人情報の保護に関する法律施行令」のことです。 


